
鹿屋市実費徴収に係る補足給付費給付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」と

いう。）第30条の５第３項に規定する施設等利用給付認定保護者（以下「施設等

利用給付認定保護者」という。）のうち、低所得で生計が困難である者等の子ど

もが、法第30条の11第１項に規定する特定子ども・子育て支援（特定子ども・子

育て支援施設等である幼稚園が満３歳以上の施設等利用給付認定子どもに対して

提供するものに限り、法第７条第10項第５号の事業に該当するものを除く。以下

同じ。）を受けた場合において、当該保護者が支払うべき副食費の費用の一部を

給付することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図

られ、もって全ての子どもの健やかな成長を支援するため、当該保護者に対し、

予算の範囲内において鹿屋市実費徴収に係る補足給付費（以下「補足給付費」と

いう。）を給付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（給付対象者） 

第２条 補足給付費を給付する対象となる者（以下「給付対象者」という。）は、

特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子ども（以下「施設

等利用給付認定子ども」という。）に係る施設等利用給付認定保護者のうち、本

市が施設等利用給付認定を行う子どもの保護者であって、次の各号に該当する施

設等利用給付認定子どもの保護者とする。ただし、児童養護施設入所児童の保護

者を除く。 

(1) 施設等利用給付認定保護者、当該保護者の配偶者及び当該保護者と同一の世

帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額（子ども・子育て支援法施行令

（平成26年政令第213号。以下「令」という。）第４条第２項第２号に規定す

る市町村民税所得割合算額をいう。以下同じ。）が77,101円未満である者 

(2) 令第15条の３第２項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる世帯に属

する者 

(3) 小学校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支

援学校の小学校部の第１学年から第３学年までに在籍する子どもをいう。）又

は令第13条第２項に規定する負担額算定基準子どもが同一の世帯に３人以上い

る場合、小学校第３学年修了前子ども又は負担額算定基準子どものうち、年長



者から数えて３番目以降に該当する者 

(4) 里親に養育される者 

(5) その他市長が適当と認めた者 

２ 前項第１号の同一の世帯に属する者とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める者とする。 

(1) 施設等利用給付認定子どもが父母以外の18歳以上の者と18歳未満の子どもと

で構成される世帯に属する場合（里親を除く。） 当該世帯の最多所得の者 

(2) 父母が令第15条の３第２項に規定する市町村民税を課されない者又は収入

（給与収入のほか、課税の対象とならない手当や公的年金を含む。）の合計が

103万円未満である場合 同居する者のうち最多所得の者 

(3) その他の場合 市長が適当と認めた者 

３ 前項の世帯とは、住民基本台帳を作成するに当たり編成される世帯とする。た

だし、当該世帯に属していないが、当該世帯と現に収入と支出を共同して生活を

営み、生計を一にする者を含む。 

（対象経費及び基準額） 

第３条 補足給付費の対象となる経費（以下「対象経費」という。）は、特定子ど

も・子育て支援を受けた場合において給付対象者が支払うべき給食の提供に係る

実費徴収額のうち、副食材料費に要する費用（以下「副食費」という。）とし、

その基準額（以下「基準額」という。）は、子ども・子育て支援交付金の交付に

ついて（令和５年９月７日付けこ成事第481号こども家庭庁長官通知）別紙「子

ども・子育て支援交付金交付要綱」に定める額とする。 

（途中入退園による日割り計算） 

第４条 給付対象者の施設等利用給付認定子どもが月の途中に幼稚園を入園又は退

園した場合における対象経費は、特定子ども・子育て支援提供者が園則等により

算出した額とし、当該月の基準額については、日割りによる計算は行わない。 

（補足給付費の額） 

第５条 補足給付費の額は、対象経費の額と基準額のいずれか低い額とする。 

（補足給付費の給付申請） 

第６条 補足給付費の給付を受けようとする施設等利用給付認定保護者は、鹿屋市

実費徴収に係る補足給付費給付申請書（別記第１号様式。以下「申請書」とい



う。）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、給付対象者に該当することが分かる書類を添付しなければ

ならない。ただし、市長は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確

認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。 

（補足給付費の給付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、

補足給付費を給付することが適当であると認めたときは、補足給付費の給付を決

定し、その旨を鹿屋市実費徴収に係る補足給付費給付決定通知書（別記第２号様

式）により、補足給付費を給付することが適当でないと認めたときは、その旨を

鹿屋市実費徴収に係る補足給付費不給付決定通知書（別記第３号様式）により当

該申請を行った者に通知する。 

（補足給付費の給付期間） 

第８条 補足給付費の給付開始日は、市長が適当であると認めた日とする。 

２ 補足給付費の給付終了日は、給付開始日が４月１日から８月31日までの場合は

同年８月31日とし、９月１日から翌年の３月31日までの場合は当該年度の末日ま

でとする。ただし、年度の途中で退園した場合における給付終了日は退園した日

とする。 

（代理受領） 

第９条 給付決定者は、補足給付費の請求及び受領について、特定子ども・子育て

支援を提供する者（以下「特定子ども・子育て支援提供者」という。）に委任す

るものとする。 

（補足給付費の支払） 

第10条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による委任を受けた場合に

おいて、補足給付費の支払を受けるときは、鹿屋市実費徴収に係る補足給付費請

求書兼精算書（別記第４号様式）を市長に提出しなければならない。 

２ 市町は、前項の請求があったときは、内容を審査し、補足給付費を給付するこ

とが適当であると認めたときは、当該請求を行った特定子ども・子育て支援提供

者に支給するものとする。 

３ 前項の規定による支給があったときは、当該給付決定者に対し補足給付費の給

付があったものとみなす。 



（給付決定の取消し） 

第11条 市長は、給付決定者が、虚偽その他不正な手段により交付決定を受けたと

認めたときは、補足給付費の給付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 市長は、給付決定の全部又は一部の取消しを決定したときは、鹿屋市実費徴収

に係る補足給付費給付決定取消通知書（別記第５号様式）により、当該保護者に

通知するものとする。 

（給付費の返還） 

第12条 市長は、前条の規定に基づき給付決定を取り消した場合において、既に特

定子ども・子育て支援提供者へ補足給付費を支払っているときは、その全部又は

一部の返還を命じることができる。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。



別記 

第１号様式（第６条関係） 
申請日     年  月  日 

   年度 鹿屋市実費徴収に係る補足給付費給付申請書 
（宛先）鹿屋市長 

【申請に当たって同意する事項】 

 １ 補足給付費の給付決定に当たって必要な範囲内で、申請者等の税務情報等の公簿、通園先が有する学齢簿、徴収金台帳

等を鹿屋市が閲覧及び調査すること。 

 ２ 申請内容や同意して得た情報を給付費受給資格審査、給付額の算定、その他の附帯業務のために鹿屋市が利用するこ

と。 

 ３ 当該給付費の受領に関する権限を通園先の幼稚園の運営団体（法人等）に委任すること。 

 ４ 申請書等に記載した内容や給付決定に関する情報を、副食費の減免を行う際に必要な範囲で鹿屋市から幼稚園へ提供すること。  

 ５ 要綱に規定する内容を申請者が遵守すること。 

以上のことに同意し、以下のとおり申請します。 

申請内容 

申請者 
(保護者) 

ﾌﾘｶﾞﾅ  申請 
子ども 
との 
続柄 

 
住
所 

〒   － 

氏名 
 

       印 

（自署の場合は押印不要） 

連絡先(電話番号) 自宅 （   ） 携帯  

申請 
子ども 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
生年 
月日 年  月  日 

利用（予定）幼稚園 

氏名   

給付希望期間 年  月  日から    年  月  日まで 

   年１月１日 
現在の住所  (保護者) 

□現住所と同じ 
(配偶者) 

□現住所と同じ 

   年１月１日 
現在の住所  (保護者)  

□現住所と同じ 
(配偶者)  

□現住所と同じ 

 

 
申請子どもと生計を同一とする人を全員記入してください 

申
請
子
ど
も
の
保
護
者
及
び
生
計
同
一
者 

（
生
計
の
中
心
者
の
番
号
に
○
を
付
け
て
く
だ
さ
い
） 

 フリガナ 申請 

子どもとの 

続柄 

生年月日 
就労・通学・通園先 

又は単身赴任先 氏  名 

 
 

本人 年  月  日  
 

1 
 

 年  月  日  
 

2 
 

 年  月  日  
 

3 
 

 年  月  日  
 

4 
 

 年  月  日  
 

5 
 

 年  月  日  
 

対象となる子どもが複数いる場合は、子どもごとに申請してください。 

受付 確認 

  

 



第２号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

  

              様 

 

鹿屋市長       印 

 

鹿屋市実費徴収に係る補足給付費給付決定通知書 

 

   年度の実費徴収に係る補足給付費について、次のとおり決定しましたので通

知します。 

対 象 の 子 ど も の 名 前   

対象の子どもの生年月日   

利 用 施 設 の 名 称   

対 象 期 間 年  月  日から  年  月  日まで 

備 考  

 



第３号様式（第７条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

  

              様 

 

 

鹿屋市長       印 

 

鹿屋市実費徴収に係る補足給付費不給付決定通知書 

 

   年度の実費徴収に係る補足給付費について、次のとおり不給付となりました

ので通知します。 

 

 

子 ど も の 名 前   

子 ど も の 生 年 月 日   

利 用 施 設 の 名 称   

対 象 と な る 期 間  年  月  日から  年  月  日まで 

不 給 付 の 理 由 

 
世帯の市町村民税所得割課税額が 

77,101円以上であるため 

 
小学校３年生以下の兄姉から数えて 

第３子以降でないため 

 児童養護施設入所児童であるため 

備 考  



第４号様式（第10条関係） 

 

鹿屋市実費徴収に係る補足給付費請求書兼精算書 

 

【   年  月分】 

 私（請求者）は、特定子ども・子育て支援提供者として、子ども・子育て支援法第59

条第３号の規定に基づき、鹿屋市に居住している施設等利用給付認定保護者に代わり、

実費徴収に係る補足給付費を下記のとおり請求します。 

 なお、実費徴収に係る補足給付費の審査及び支払いに当たり、次の事項に同意しま

す。 

１ 実際の利用状況等について鹿屋市が施設等利用給付認定保護者に確認すること。 

２ 副食費の請求・支払い状況を鹿屋市が施設等利用給付認定保護者に確認するこ

と。 

３ 鹿屋市の要請・質問等に対応すること。 

 

 

  年  月  日 

 

鹿屋市長       様 

所在地 

法人名 

施設名 

請求者氏名             印 

 

請求金額          円 
 

 ４月１日 

時点の年齢 
人数 金額 

当
月
分 

５歳       名      円 

４歳       名      円 

３歳       名      円 

２歳       名      円 

計①       名      円 

前
月
分
精
算
に

伴
う
過
不
足
額 

月途中利用開始分      円 

月途中利用終了分      円 

その他      円 

計②       円 

合計       円 

 

○振込先  

金融機関名 預金種目  

 口座番号  

口座名義（カタカナ）  



第５号様式（第11条関係） 

第     号 

年  月  日 

 

 

  

              様 

 

鹿屋市長       印 

 

鹿屋市実費徴収に係る補足給付費給付決定取消通知書 

 

教育・保育施設が徴収する給食費の給付について給付決定を取り消しましたの

で、通知します。 

 

対 象 の 子 ど も の 名 前   

対象の子どもの生年月日   

利 用 施 設 の 名 称   

取 消 し の 対 象 期 間 年  月  日から  年  月  日まで 

取 消 し の 理 由  

備 考  

 

 

 

 


